
申請に対する処分の審査基準（行政手続法）

担当部署：福祉部生活支援課 №001

処 分 名 生活保護の開始の申請に対する処分

処 分 の概 要

生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保

護を行い、最低限度の生活を保障するものです。申請後審査を経て、要件

に該当すれば生活保護を決定し、生活保護費を支給します。

該当しない場合は、却下の決定を行います。

根拠法令等・条項
生活保護法（昭和 25年号外法律第 144 号）第 24条第１項～第７項、第７

条、第８条

審 査 基 準

生活保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あ

らゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件と

して行われます。また、扶養義務者の扶養や他の法律に定める扶助は、生

活保護に優先されます。

その上で、生活保護の要否については、当該世帯について国が示した基

準である最低生活費と、世帯員全員の収入額と対比し、最低生活費に不足

する保護費を認定します。

標準処理期間
14 日（但し、扶養義務者の資産状況の調査に日時を要する等特別な理由が

ある場合には 30日）

設定年月日 平成 17年 10 月 1日（最終改正：平成 27 年 4月 1日）

申 請 時 期 随時

申 請 方 法 原則 第二庁舎 2階生活支援課窓口への提出

備 考

ホームページのリンク先

http://www.city.kasukabe.lg.jp/material/files/group/78/seikatsusien-shinsa.

pdf

http://www.city.kasukabe.lg.jp/material/files/group/78/seikatsusien-shinsa.


根拠法令及び

関係法令等の抜粋

■生活保護法

（申請による保護の開始及び変更）

第二十四条 保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところに

より、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなけ

ればならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事

情があるときは、この限りでない。

一 要保護者の氏名及び住所又は居所

二 申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所

並びに要保護者との関係

三 保護を受けようとする理由

四 要保護者の資産及び収入の状況（生業若しくは就労又は求職活動の状

況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。

以下同じ。）

五 その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するため

に必要な事項として厚生労働省令で定める事項

２ 前項の申請書には、要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決

定するために必要な書類として厚生労働省令で定める書類を添付しなけ

ればならない。ただし、当該書類を添付することができない特別の事情

があるときは、この限りでない。

３ 保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、

種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通

知しなければならない。

４ 前項の書面には、決定の理由を付さなければならない。

５ 第三項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならな

い。ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場

合その他特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことがで

きる。

６ 保護の実施機関は、前項ただし書の規定により同項本文に規定する期

間内に第三項の通知をしなかつたときは、同項の書面にその理由を明示

しなければならない。

７ 保護の申請をしてから三十日以内に第三項の通知がないときは、申請

者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。

８～１０ 略

（申請保護の原則）

第七条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申

請

に基づいて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあると

きは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。

（基準及び程度の原則）

第八条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需

要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない

不足分を補う程度において行うものとする。

２ 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別そ

の他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を

満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければな

らない。





申請に対する処分の審査基準（行政手続法）

担当部署：福祉部生活支援課 №002

処 分 名 生活保護の変更の申請に対する処分

処 分 の概 要

生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保

護を行い、最低限度の生活を保障するものです。申請後審査を経て、要件

に該当すれば保護変更を決定し、生活保護費を支給します。該当しない場

合は、却下の決定を行います。

根拠法令等・条項
生活保護法（昭和 25年号外法律第 144 号）第 24条第９項、第８条

審 査 基 準

生活保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あ

らゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件と

して行われます。また、扶養義務者の扶養や他の法律に定める扶助は、生

活保護に優先されます。

その上で、生活保護受給世帯員の状況や、収入の変化に応じ、国が示し

た基準に沿った必要な保護を実施します。

標準処理期間
14 日（但し、扶養義務者の資産状況の調査に日時を要する等特別な理由が

ある場合には 30日）

設 定 年 月 日 平成 17年 10 月 1日（最終改正：平成 29年 4 月 1日）

申 請 時 期 随時

申 請 方 法 原則 第二庁舎 2階生活支援課窓口への提出

備 考

ホームページのリンク先

http://www.city.kasukabe.lg.jp/material/files/group/78/seikatsusien-shinsa.

pdf

http://www.city.kasukabe.lg.jp/material/files/group/78/seikatsusien-shinsa.


根拠法令及び

関係法令等の抜粋

■生活保護法

（申請による保護の開始及び変更）

第二十四条 保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところに

より、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなけ

ればならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事

情があるときは、この限りでない。

一 要保護者の氏名及び住所又は居所

二 申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所並

びに要保護者との関係

三 保護を受けようとする理由

四 要保護者の資産及び収入の状況（生業若しくは就労又は求職活動の状

況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。

以下同じ。）

五 その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために

必要な事項として厚生労働省令で定める事項

２ 前項の申請書には、要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決

定するために必要な書類として厚生労働省令で定める書類を添付しなけ

ればならない。ただし、当該書類を添付することができない特別の事情

があるときは、この限りでない。

３ 保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、

種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通

知しなければならない。

４ 前項の書面には、決定の理由を付さなければならない。

５ 第三項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならな

い。ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場

合その他特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことがで

きる。

６ 保護の実施機関は、前項ただし書の規定により同項本文に規定する期

間内に第三項の通知をしなかつたときは、同項の書面にその理由を明示

しなければならない。

７ 保護の申請をしてから三十日以内に第三項の通知がないときは、申請

者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。

８ 略

９ 第一項から第七項までの規定は、第七条に規定する者からの保護の変

更の申請について準用する。

１０ 略

（基準及び程度の原則）

第八条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需

要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない

不足分を補う程度において行うものとする。

２ 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別そ

の他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満

たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならな

い。



申請に対する処分の審査基準（行政手続法）

担当部署：福祉部生活支援課 №003

処 分 名 就労自立給付金の申請に対する処分

処 分 の概 要

安定した職業に就いたことにより生活保護を必要としなくなった者に対

して就労自立給付金を支給するものです。

申請後審査を経て、要件に該当すれば支給決定し、就労自立給付金を支

給します。該当しない場合は、却下の決定を行います。

根拠法令等・条項
生活保護法（昭和 25年号外法律第 144 号）第２条第１項、第 55条の４第

１項

審 査 基 準

福祉事務所長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する

福祉事務所の所管区域内に居住地を有する被保護者であって、厚生労働省

令に定める安定した職業に就いたこと、その他厚生労働省令で定める事由

により、保護を必要としなくなった者に対して、厚生労働省令で定めると

ころにより、就労自立給付金の支給を認定します。

標準処理期間 14 日（但し、調査に日時を要する等特別な理由がある場合には 30日）

設定年月日 平成 30年 4 月 1日

申 請 時 期 随時

申 請 方 法 原則 第二庁舎 2階生活支援課窓口への提出

備 考

ホームページのリンク先

http://www.city.kasukabe.lg.jp/material/files/group/78/seikatsusien-shinsa.

pdf

http://www.city.kasukabe.lg.jp/material/files/group/78/seikatsusien-shinsa.


根拠法令及び

関係法令等の抜粋

■生活保護法

（無差別平等）

第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律に

よる保護（以下「保護」という。）を、無差別平等に受けることができる。

（就労自立給付金の支給）

第五十五条の四 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、

被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管

区域内に居住地を有する（居住地がないか、又は明らかでないときは、

当該所管区域内にある）被保護者であつて、厚生労働省令で定める安定

した職業に就いたことその他厚生労働省令で定める事由により保護を必

要としなくなつたと認めたものに対して、厚生労働省令で定めるところ

により、就労自立給付金を支給する。

２ 前項の規定により就労自立給付金を支給する者（以下「支給機関」と

いう。）は、就労自立給付金の支給に関する事務の全部又は一部を、その

管理に属する行政庁に限り、委任することができる。

３ 支給機関は、就労自立給付金の支給に関する事務の一部を、政令で定

めるところにより、他の支給機関に委託して行うことを妨げない。



申請に対する処分の審査基準

担当部署：福祉部生活支援課 №004

処 分 名 住居確保給付金の申請に対する処分

処 分 の概 要

離職または自営業の廃止により経済的に困窮し、住居を喪失した方また

は住居を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分の住居確保給付金

を支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行うも

のです。申請後、審査を経て、要件に該当すれば支給を決定し、住居確

保給付金を支給します。該当しない場合は、不支給の決定を行います。

根拠法令等・条項

生活困窮者自立支援法（平成 25 年号外法律第 105 号）第 5 条第 1 項

生活困窮者自立支援法施行規則（平成 27年号外厚生労働省令第 16 号）

第 10条～第 18 条

審 査 基 準

次のいずれにも該当する場合に住居確保給付金が支給されます。

１ 離職または自営業の廃止、やむを得ない休業等により経済的に困窮し、

住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方

２ 申請日において、離職または自営業の廃止の日から 2年以内であること、

又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人

の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況

が離職又は廃業の場合と同等の状況にあること

３ 離職または自営業の廃止の日において、その属する世帯の生計を維持し

ていたこと

４ 申請日の属する日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者

の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算し

た額以下であること

５ 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する

金融資産の合計額が基準額×6（ただし、100 万円を超えないものとする。）

以下であること

６ 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指し

た求職活動を行うこと

７ 国の雇用施策による給付（職業訓練受講給付金）又は自治体等が実施す

る離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び

申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

８ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 6 号

に規定する暴力団員でないこと

標準処理期間 14 日

設 定 年 月 日 平成 31年 4月 1 日(最終改正：令和３年４月１日)

申 請 時 期 随時

申 請 方 法 第二庁舎 2階生活支援課窓口への提出

備 考

ホームページのリンク先

http://www.city.kasukabe.lg.jp/material/files/group/78/seikatsusien-

shinsa.pdf

http://www.city.kasukabe.lg.jp/material/files/group/78/seikatsusien-


根拠法令及び

関係法令等の抜粋

■生活困窮者自立支援法

第六条 都道府県等は、その設置する福祉事務所の所管区域内に居住

地を有する生活困窮者のうち第三条第三項に規定するもの（当該生活

困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の資産及び収入の

状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。）に対

し、生活困窮者住居確保給付金を支給するものとする。

■生活困窮者自立支援法施行規則

第十条 法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者

は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

一 生活困窮者住居確保給付金の支給を申請した日（以下この条及び

次条において「申請日」という。）において、離職した日又は事業を

廃止した日（以下「離職等の日」という。）から起算して二年を経過

していないものであること。

二 離職等の日においてその属する世帯の生計を主として維持してい

たこと。

三 申請日の属する月における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と

同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、基準額及び当該生

活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額（当該家賃の額が住

宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額）を合算した額以下で

あること。

四 申請日における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯

に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に六を乗じて得た

額（当該額が百万円を超える場合は百万円とする。）以下であるこ

と。

五 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に期間の定め

のない労働契約又は期間の定めが六月以上の労働契約による就職を目

指した求職活動を行うこと。



申請に対する処分の審査基準（行政手続法）

担当部署：福祉部生活支援課 №005

処 分 名 進学準備給付金の申請に対する処分

処 分 の概 要

生活保護世帯の子どもの自立を助長するため、大学等に進学するもの

に対して、進学の際の新生活立ち上げ費用として進学準備給付金を支給

するものです。

申請後審査を経て、要件に該当すれば支給決定し、進学準備給付金を

支給します。該当しない場合は、却下の決定を行います。

根拠法令等・条項
生活保護法（昭和 25年号外法律第 144 号）第２条第１項、第 55条の

5第１項

審 査 基 準

福祉事務所長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属す

る福祉事務所の所管区域内に居住地を有する被保護者であって、厚生労

働省令に定める特定教育訓練施設に確実に入学すると見込まれる者に

対して、厚生労働省令で定めるところにより、進学準備給付金の支給を

認定します。

標準処理期間 14 日（但し、調査に日時を要する等特別な理由がある場合には 30日）

設定年月日 平成 31年 4 月 1日

申 請 時 期 随時

申 請 方 法 原則 第二庁舎 2階生活支援課窓口への提出

備 考

ホームページのリンク先

http://www.city.kasukabe.lg.jp/material/files/group/78/seikatsusien-

shinsa.pdf

http://www.city.kasukabe.lg.jp/material/files/group/78/seikatsusien-


根拠法令及び

関係法令等の抜粋

■生活保護法

（無差別平等）

第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律

による保護（以下「保護」という。）を、無差別平等に受けることがで

きる。

（進学準備給付金の支給）

第五十五条の五 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長

は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する（居

住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内にある）被保

護者（18歳に達する日以降の最初の３月 31日までの間にある者その

他厚生労働省令で定める者に限る）であって教育訓練施設のうち教育

訓練の内容その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるもの（次条

において「特定教育訓練施設」という。）に確実に入学すると見込ま

れるものに対して、厚生労働省令で定めるところにより、進学準備給

付金を支給する。

２ 前条第２項及び第３項の規定は、進学準備給付金の支給について準

用する。


